
 

上里町公式（観光・物産）インスタグラム運用方針 

 

 

１ 目的 

本方針は、上里町公式（観光・物産）インスタグラムアカウントの運用に関する事項 

等について定めるものである。 

 

２ 基本方針 

上里町公式（観光・物産）インスタグラムアカウント（以下「当アカウント」とい 

う。）は、インスタグラムの特性を生かし、写真等を通じ当町の魅力をタイムリーかつ 

広く発信し、観光入込客数増加、かみさとブランド推進及び地域活性化を図ることを目 

的とする。 

 

３ アカウント情報 

（１）ユーザー名：今、上里キブン【公式】（＠kamisato_kanko） 

（２）Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.instagram.com/kamisato_kanko/ 

 

４ アカウントの運用・管理 

当アカウントの運用・管理は、上里町産業振興課において行う。 

 

５ 運用方法 

（１）投稿 

上里町産業振興課職員にて、必要に応じ不定期に投稿する。なお、投稿内容は、当 

町の魅力的な観光・物産コンテンツ（イベント、施設・店舗、風景、特産品等）に限 

る。 

（２）当アカウントからのフォロー 

原則として、当アカウントからフォローしない。ただし、町内事業者、公共機関、 

商工会、観光協会、その他当アカウントの目的達成に必要と判断する場合は、この限 

りではない。 

（３）他アカウントからのフォロー 

他アカウントからフォローを受けた場合は、原則としてブロックしない。ただし、

当アカウントに対し明らかな妨害行為または悪質なスパムと判断される場合は、この 

限りではない。 

（４）コメントへの回答 

当アカウントの投稿に対し他アカウントにより投稿されたコメントについては、回 

答しないものとする。 



 

６ 禁止事項 

 以下の事項に該当するコメント等は、当アカウント管理者により予告なく削除する場 

合がある。 

（１）法令に違反または抵触する恐れがあるもの 

（２）公序良俗に反するもしくはその恐れがあるもの 

（３）人権侵害、差別または名誉棄損の恐れがあるもの 

（４）虚偽または事実と異なるもの 

（５）広告または宣伝等、営利目的のもの 

（６）政治、宗教活動またはこれらに類似するもの 

（７）有害なプログラム等 

（８）インスタグラム利用規約に反するもの 

（９）その他、当アカウント運用・管理者が不適切と認められるもの 

 

７ 知的財産権 

（１）当アカウントが投稿する写真、イラスト及び文章等、知的財産権基本法（平成 14 

年法律第 122 号）において定義される知的財産は、当アカウント運用・管理者または 

正当な権利を有する者に帰属する。 

（２）当アカウントの投稿について、私的使用のための複製や引用等、著作権法上認めら 

れる場合、インスタグラムのシェア機能等により投稿内容を改編せず、また出所を明 

記する場合を除き、無断で複製または転載は認めない。 

 

８ 免責事項 

（１）当アカウントの投稿は、その正確性、完全性、有用性について保証するものではな 

く、直接または間接的な損失については、一切の責任を負わないものとする。 

（２）当アカウントの投稿に対し他アカウントにより投稿されたコメントについては、一 

切の責任を負わないものとする。 

（３）当アカウントが投稿した内容は、予告なく変更または削除することがある。 

（４）運用方針については、予告なく変更することがある。 

（５）当アカウントの運用について、何らかの理由により不都合が生じた場合は、予告な 

く運用の中止またはアカウントを削除することがある。 

 

９ その他 

本方針に定めるほか、必要な事項については、町⾧が別に定めるものとする。 

 

10 施行日 

本方針は、令和５年１月 31 日から施行する。 


